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令和８年6月
新宮町　子育て支援課


１　概要
新宮町児童家庭相談システム導入構築業務（以下「本業務」という。）を実施するに当たり、公募による複数事業者からの提案内容を比較検討し、新宮町（以下「本町」という。）の示す条件に合致したシステムを提供する事業者を業務委託先とするため、選定するもの。
（１）業務内容
別紙本業務仕様書（以下「仕様書」という。）のとおりとする。
ただし、仕様書に定義する要件を満たす範囲において、より優れた構築案がある場合には、提案書に記載することは差し支えない。その場合、内容及び当該案の違いを記載すること。
（２）契約期間
　　　導入・構築：契約締結の日から令和９年２月２８日まで
　　　運用・保守：令和９年３月１日から令和１４年２月２８日まで（地方自治法施行令第１６７条の１７、新宮町長期継続契約に関する条例第2条第1項第1号及び第３号に基づく長期継続契約）

２　提案上限額
次の提案の上限額は、契約時の予定価格を示すものではなく、本業務の事業規模を示すものであることに留意すること。なお、この金額には、リース料率を含むものとする。
（１）システムの導入構築及び機器調達に係る費用
[bookmark: _Hlk226710098]１６，５６６，０００円（６０か月）（消費税及び地方消費税を含む）
　　　※令和８年度予算額　８２８，３００円
（２）システム使用料及び運用保守に係る費用
６，５３４，０００円（６０か月）（消費税及び地方消費税を含む）
　　　※令和８年度予算額　３２６，７００円
　
３　業者選定方法
　　公募型プロポーザル方式

４　日程
　　事業者の選定に係る日程は、次に掲げるとおりとする。ただし、当該日程は、別に定めるところにより設置される新宮町児童家庭相談システム導入構築業務実施事業者選考委員会（以下「選考委員会」という。）の都合により、変更になる場合がある。



	項目
	期日（いずれも令和８年）

	本プロポーザルの実施公告
	６月５日（金）

	実施要領、仕様書・様式の公表
	６月５日（金）

	質問書の受付期間
	６月１２日（金）午後５時まで

	質問書の回答期日
	６月１６日（火）

	参加表明書提出期限
	６月１９日（金）午後５時まで

	企画提案書・見積書等提出期限
	６月２６日（金）午後５時まで

	第1次審査（書面審査）結果通知
	第1次審査後、速やかに通知

	第2次審査（デモンストレーション）
	７月９日（木）午前中

	最終選考結果通知・公表
	第2次審査後、速やかに通知



５　参加資格
　　参加申込書の提出日現在において、次に掲げる全ての要件を満たすものであること。
（１）令和８年度における新宮町競争入札参加資格を有するものであること。
（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。
（３）本町での指名停止の措置を受けていないこと。
（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく更生手続き又は再生手続を行っているものではないこと。
（５）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続き開始の申立てがされているもの又は会社法（平成１７年法律８６号）に基づく特別清算開始の申立てがされているものではないこと。
（６）国税、地方税、租税が未納でないこと又は、滞納していないこと。
（７）新宮町暴力団排除条例（平成２２年新宮町条例第６号）第２条に規定する暴力団員ではないこと又は法人にあってその役員が暴力団員でないこと。
（８）一般社団法人日本情報経済社会推進協会のISMS適合性評価制度の認定又はプライバシーマークの認定のいずれかを受けていること。
（９）システムの適合性の観点から、本町と同等以上の地方公共団体への導入・構築実績があること。また、提案するシステムは、LGWAN回線によるLGWAN-ASP方式もしくは物理サーバーでの提供を前提とすること。
（10）当該契約を確実に履行できる人的配置ができる体制であること。

６　参加意思の確認
（１）提出期限
令和８年６月１9日（金）午後５時必着
（２）提出書類
本業務に参加しようとする者は、以下の書類を各１部提出すること。
　　ア　参加申込書（様式１）
　　イ　参加資格に関する申立書（様式２）
　　ウ　導入実績報告書（様式３）
　　エ　会社概要書（様式４）
　　オ　「新宮町競争入札参加資格審査申請の受付について（通知）」の写し
（４）提出方法
提出期間内に子育て支援課へ郵送又は窓口に提出。
郵送の場合は、書留郵便等の配達の記録が残る方法によること。郵便事故等については提出者のリスク負担とし、異議の申し立ては認めない。窓口に提出の場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時３０分から午後５時までの間に受け付ける。
（５）提出場所及び送付先
〒８１１－０１２４　福岡県糟屋郡新宮町新宮東２－５－１
新宮町子育て支援課
（６）参加資格審査結果通知
参加資格審査結果は、令和８年６月２３日（火）までに、参加申込書に記載された担当者連絡先へ電子メールにて通知する。
（７）参加辞退
参加申込書提出日以後に参加を辞退する場合は、速やかに「参加辞退書（様式５）」を窓口に提出又は郵送により提出すること。ただし、既に提出された書類は返却しない。
また、参加辞退に起因して生じる損害は全て事業者の負担とする。

７　質問及び回答
本業務に関する質問がある場合は、「質問書（様式６）」に必要事項を記載し、以下のとおり提出するものとする。
（１）質問書の提出期限
令和８年６月１２日（金）午後５時必着
（２）提出方法
子育て支援課へ電子メール（kodomo@town.shingu.fukuoka.jp）により提出するこ　と。
なお、電子メールの件名は「【会社名】新宮町児童家庭相談システムプロポーザル質問書」の文字列を必ず入力すること。
（３）質問に対する回答
質問に対する回答は、競争上の地位その他利害を害する恐れがあるものを除き、参加申込書を提出した者全員に対して、令和８年６月１６日（火）までに電子メールにて通知する。
ただし、質問又は回答の内容が質問者の具体的な提案内容に密接に関わると判断したものについては、質問者へのみ回答するものとする。また、類似の質問については、まとめて取り扱う場合があり、回答に対する再質問は受け付けないものとする。
（４）その他
参加資格を満たさない者及び受付期間経過後の質問並びに指定した方法以外の方法での質問は受け付けない。

８　企画提案書等の提出
参加申込書等を提出し、参加資格があると認められた者は、以下のとおり、企画提案書その他関係書類を提出するものとする。
（１）提出期限
令和８年６月２６日（金）午後５時必着
（２）提出書類
　　ア　導入実績報告書（様式３）　１部
[bookmark: _Hlk227942146]　　　　※参加意思の確認の際に提出したものを添付すること。
　　イ　会社概要書（様式４）　１部
　　　　※参加意思の確認の際に提出したものを添付すること。
　　ウ　機能要件調査書（様式７）　１部
　　エ　参考見積書（様式８）　１部
　　オ　業務の予定配置体制等一覧（様式９）　１部
　　カ　工程表（任意様式）　１部
　　キ　企画提案書（任意様式）　１４部
（３）作成上の留意点
・提案は一つの提案とし、複数の提案をした場合は失格とする。
・提出期限以降における提出書類の再提出及び差し替えは認めない。
・提出書類は、一切返却しない。
・提出書類のアからカまでは記載の順番に並べ、インデックスラベルを付し、簡易製本（A4判、縦、左綴じ。）とし、必要部数を作成すること。
・使用する言語は日本語とし、単位は計量法（平成４年法律第５１号）に定めるものとし、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。
（４）機能要件調査書（様式７）の作成要領
次に定める対応に応じて、対応状況欄にそれぞれ記号を記入し、必要があれば備考欄に具体的な運用方法等を記載して提出するものとする。
また、「必要程度」欄に「必要」と記入されている項目について、オプション又はカスタマイズによる費用等が発生する場合は、「参考見積書（様式８）」に反映させるものとする。
なお、対応可否欄を空欄で提出した場合は、「×」として取り扱うものとする。
ア　必要機能
機能要件調査書（様式７）に掲げる必須機能の全ての機能を実現可能であることを原則とする。
　　イ　推奨機能
機能要件調査書（様式７）に掲げる推奨機能（必須機能以外）に関しては、全ての機能を実現できなくても、企画提案できるものとする。
ウ　記載方法
機能要件調査書（様式７）について、以下の４つの機能対応レベル区分で、実現の可否を記入すること。なお、機能対応レベルは、企画提案時において実現可能かどうかで判断すること。
	区分
	内容

	◎
	本業務の委託内で実現可能な場合（パッケージ標準のみ）

	○
	本業務の委託内で実現可能な場合（オプション、カスタマイズ等）

	△
	代替案により、本業務の委託内で実現可能な場合（備考欄に代替案の実現方法を記入すること）

	×
	上記「◎」「○」「△」以外の場合（備考欄に不可能な理由を記入すること）


（５）参考見積書（様式８）の作成要領
ア　本業務の提案上限の金額を越えないこと。
　　イ　企画提案書、仕様書及び機能要件調査書等の内容に基づき、全ての経費を見積もること。
　　ウ　見積書に記載された内訳、年度ごとに見積額を記載すること。
（６）業務の予定配置体制等一覧（様式９）
管理責任者、主任技術者及びその他の予定従事者について、当該様式の備考を参照して実務経験年数、保有資格、主な業務実績等を記入すること。
（７）工程表（任意様式）の作成方法
　　ア　児童家庭相談システム導入に係る運用開始までのスケジュール（打合せ、セットアップ、本格稼働までに実施すべき処理、操作研修等）を作成すること。
　　イ　スケジュールの説明を記載すること。
（８）企画提案書の作成要領
・仕様書の内容を踏まえ、記載事項に従って作成すること。また、仕様書や次に示していない内容でも、本町にとって有益になると思われるものについては積極的に提案すること。
・できるだけ平易な表現（専門用語を使用する際には、注釈をつけること）で分かりやすく具体的に作成すること。
・原則として５０ページ以内とし、表紙、裏表紙、目次をつけ、表紙、裏表紙、目次以外の各ページには一連のページ番号を記載すること。なお、表紙、裏表紙、目次はページ数に含まないものとする。
・原則として文字の大きさは、１１ポイント以上とする。
・原則としてＡ４判横、上とじ、文書は横書きとする。また、Ａ３版の挿入も可とする。ただし、Ａ３版は２ページ換算とする。カラー、白黒印刷は問わない。
・提案内容はすべて実現可能なものとし、根拠も含めできる限り具体的であること。なお、業務委託契約後に提案内容が実現できなくなった場合は、提案内容以外の方法で実現することとし、その費用は提案者が負担すること。
（９）提出方法
提出期間内に子育て支援課へ郵送又は窓口に提出によること。
郵送の場合は、書留郵便等の配達の記録が残る方法によることとする。郵便事故等については提出者のリスク負担とし、異議の申し立ては認めない。窓口に提出の場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時３０分から午後５時までの間に受け付ける。
（10）提出場所及び送付先
〒８１１－０１２４　福岡県糟屋郡新宮町新宮東２－５－１
新宮町子育て支援課

９　選定方法
（１）審査を行う者
選定に係る審査は、新宮町児童家庭相談システム導入構築業務実施事業者選考委員会（以下「選考委員会」という。）が行う。
（２）第１次審査（書類審査）
提案者が多数（４者以上）となった場合は、提出された企画提案書その他関係書類について、次の項目ごとに点数化を行い、第２次審査参加者を３者程度選定するものとする。
第１次審査の結果は、全ての提案者に書面で通知を行う。その際、第１次審査の通過者には、併せて第２次審査実施の通知を行う。なお、総合得点が複数者で同点となった場合は、すべて同じ順位とする。
ただし、提案者が３者以内の場合、第１次審査は評価のみを実施し、選定は行わない。
	項目
	配点

	企画提案書等評価
	１３０点

	機能要件評価
	１５０点

	価格評価
	２０点

	第1次審査合計点数
	３００点


（３）第２次審査（デモンストレーション審査）
第１次審査によって選定された３者に対し、第２次審査を行う。第２次審査は、次の項目ごとに点数化し、審査を行う。
審査の順番は、提案書類の受付順とし、当日の参加人数は、１事業者につき５名以内とすること。審査の時間は１事業者につき５０分以内とし、デモンストレーションを２５分以内、質疑応答を２５分以内とする。
	項目
	配点

	実機操作（デモンストレーション）
	３００点

	第２次審査合計点数
	３００点


ア　デモンストレーションは、次の内容について要点を絞って行うこと。
(ｱ) 画面構成（デザイン、業務内容の表示方法など）
(ｲ) 使用性（入力及び画面移行時の簡易性など）

１０　選定結果の通知及び公表
第１次審査及び第２次審査の結果を受けて、選考委員会における各委員の評価に基づく評価点数を算出し、第１次審査及び第２次審査の合計が最も高い企画提案を最優秀提案（第一優先交渉者）とする。
採点の合計が同点の場合は、選考委員会において決定する。
選定結果は、参加したすべての事業者へ電子メールにより通知し、選定の可否を書面で通知する。また、採択事業者及び当該プロポーザルに参加した全ての者の社名について、町のホームページで公表する。
なお、選定に関する異議申し立て等は一切できないものとする。

１１　提案者の失格
　　　次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
（１）　提出期限を過ぎて企画提案書等の提出があった場合
（２）　候補者選定までの間に参加資格に定める要件を満たさなくなった場合
（３）　会社更生法の適用を申請する等、契約を履行することが困難と認められる場合
（４）　企画提案書等に虚偽の記載があった場合
（５）　審査に公正性を害する行為があった場合
（６）　前各号に定めるもののほか、提案に当たり著しく信義に反する行為等があった場　　　　合

１２　契約の締結
第一優先交渉権者と仕様及び契約条件等について、協議調整の上、随意契約を締結する。なお、契約の締結に当たり、再度見積書の提出を依頼する。
ただし、第一優先交渉権者との契約が不調の場合は、次点のプロポーザル上位者と交渉を行うものとする。

１３　その他
（１）公正な選定が確保できないと判断した場合は、選定を中止する場合がある。
（２）本プロポーザルに参加するために要する費用は、全て参加者の負担とする。
（３）提案者が１者の場合でも、本プロポーザルは実施する。
（４）第２次審査において、デモンストレーションに参加しなかった場合の企画提案は無効とする。
（５）審査及び選定結果に対する問合せ及び異議申立ては一切認めない。
[bookmark: _GoBack]（６）本町が提示した本プロポーザルに関する資料は、本業務企画提案以外の目的で使用すること及び第三者への開示・漏えいをしてはならない。
（７）提出された企画提案書等は、新宮町情報公開条例（平成１１年新宮町条例第２号）に基づく公開請求の対象となる。
（８）本プロポーザルの参加に当たり、本プロポーザル参加者に生じた損害等については、町は一切その責を負わない。
（９）本実施要領に規定されていない事項が発生した場合は、公平性を考慮の上、適宜本町が判断する。
（10）電子メール等の通信事故については、町はいかなる責任も負わない。

１４　問い合わせ先
〒８１１－０２１４　福岡県糟屋郡新宮町新宮東２－５－１
新宮町子育て支援課　小村・山下
電話　０９２－９６３－２９９５（直通）
ＦＡＸ　０９２－９６２－５３３３
Ｍail   kodomo@town.shingu.fukuoka.jp
2

